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○ 取扱い 

原則として、インレーブリッジを装着していた部位に、全部金属冠によ

るブリッジ再製作の費用の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

インレーブリッジ装着後に、二次う蝕によって適合性が不良となった場

合等は、全部金属冠によるブリッジを再製作することが臨床上あり得るも

のと考えられる。 


